
 美里町監査委員告示第５号 
地方自治法第１９９条第７項に基づく財政援助団体等の監査を実施した結果につ

いて、同条第９項の規定により公表する。 
 

令和元年１１月２８日 
 
                   美里町監査委員  相 馬 光 喜 
 
                   美里町監査委員  櫻 井 功 紀 
 

 

第１ 監査の対象 
１ 美里町老人クラブ連合会 

  老人クラブ支援事業（平成２９年度、３０年度） 
平成２９年度決算額         １，１３０，０００円 
平成３０年度決算額         １，１３０，０００円 

２ 社会福祉法人 美里町社会福祉協議会 
  社会福祉関係団体育成事業（平成２９年度、３０年度） 

平成２９年度決算額    ３５，８４２，８２０円 
平成３０年度決算額    ３７，０００，０００円 

  駅東地域交流センター施設管理（平成２９年度、３０年度） 
平成２９年度決算額    １１，１７０，０００円 
平成３０年度決算額    １１，６０２，０００円 
 

 
第２ 監査日時 

令和元年１１月１２日（火） 

午前１０時      美里町老人クラブ連合会 

午後１時３０分    美里町社会福祉協議会 
 

第３ 監査実施場所 
１ 美里町健康福祉センター 
２ 美里町駅東地域交流センター 

 
第４ 監査に際し提出を求めた書類 

事業計画書、予算書、事業実績報告書、決算書、補助金や指定管理料交付に係る書類、

証ひょう書類、出納関係帳票等一式 
 

第５ 監査の実施方法 
指定管理料交付や補助金交付に係る関係書類の提出を求め、その内容を確認すると



ともに、財政援助団体職員および所管課職員から説明を聞取る等の方法により実施

した。 
 
 
第６ 監査の結果 
  １ 老人クラブ支援事業 
    概ね適正に処理されていると認める。 
    指摘事項及び指導事項は下記のとおりである。 
    【指摘事項】一部の領収書に日付が未記入なものが見受けられた。日付が記入

された領収書を受け取るよう徹底されたい。 

【指導事項】総会資料として財産目録をつけるのが望ましい。 

 
２ 社会福祉関係団体育成事業 

    概ね適正に処理されていると認める。 

    指摘事項及び指導事項は下記のとおりである。 

    【指摘事項】なし 

【指導事項】なし 

 

３ 駅東地域交流センター施設管理 

    概ね適正に処理されていると認める。 

    指摘事項及び指導事項は下記のとおりである。 

    【指摘事項】なし 

【指導事項】調理室の利用促進のためのＰＲに取り組まれたい。 


